
令和２年４月１日以後開始事業年度等分 

外国法人用 

 

○ ○ ○ 

【№12】前事業年度以前

に所得金額に加算した有

価証券若しくはゴルフ会

員権等の評価損又は減損

損失の額について、当事

業年度に売却等の減算事

由が生じたものを減算し

ていますか。 

【№17】別表五(二)の「そ

の他」の③欄に表示して

いる充当金の取崩し又は

④欄に表示している仮払

経理により納付した源泉

所得税若しくは外国法人

税等の額を減算していま

すか。 

【№14】別表五(二)の５、

10、15 及び 24～29の⑤欄

でプラス表示している金

額を２欄、３欄及び５欄で

加算していますか。 

【№15】別表五(二)の

５、10 及び 15 の⑤欄

でマイナス表示してい

る還付法人税等又は還

付所得税等（いずれも

還付加算金を除きま

す。）の額で、雑収入等

に計上しているものを

18 欄又は 19 欄で減算

していますか。 

【№16】別表五(二)の 19 の③欄及び④欄でプラス表示

している事業税の額を 13欄等で減算していますか。 

【№２】当

事業年度に

適用される

別表を使用

しています

か。 

○ ○ ○ 

【№58】加減算項目中、消費税法上課税取引となるものについて、

消費税及び地方消費税の申告書において調整を行っていますか。 

【№16】別表五(二)の 19の③欄及び④欄でマイナス表

示している還付事業税の額を加算していますか。 

【№48】損益計算書の有価証券若しくはゴルフ会員権

等の評価損又は減損損失の額のうち、税務上損金の額

に算入されない金額を加算していますか。 

【№49】損金の額に算入されない租税公課、罰科金等

の額を加算していますか。 


